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平成２３年９月３０日

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿
参議院議長 西 岡 武 夫 殿
内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

人事院総裁 江 利 川 毅

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等の規定に基
づき、一般職の職員の給与について別紙第１のとおり報告し、給与の改定に
ついて別紙第２のとおり勧告する。あわせて、国家公務員制度改革について
別紙第３のとおり報告する。

別紙第１ 職員の給与に関する報告〔略〕

別紙第２

勧 告

次の事項を実現するため、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法
律第９５号）、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関す
る法律（平成９年法律第６５号）、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例
に関する法律（平成１２年法律第１２５号）及び一般職の職員の給与に関する法
律等の一部を改正する法律（平成１７年法律第１１３号）を改正することを勧告
する。

１ 一般職の職員の給与に関する法律の改正

� 俸給表

現行の俸給表（医療職俸給表（一）を除く。）を別記第１のとおり改定
すること。
� 委員、顧問、参与等の職にある非常勤職員の手当
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一般職の職員の給与に関する法律第２２条第１項の委員、顧問、参与等
の職にある非常勤職員に対する手当の勤務１日についての通常の場合に
おける支給額の限度を３４，９００円とすること。

２ 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の

改正

現行の第１号任期付研究員に適用される俸給表を別記第２のとおり改定
すること。

３ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の改正

現行の俸給表を別記第３のとおり改定すること。

４ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成１７年法

律第１１３号）の改正

� 俸給表の改定に伴う附則第１１条第１項の規定による俸給の額の改定

平成１８年３月３１日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、
その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額（一般職の
職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成２１年法律第８６号。
アにおいて「平成２１年改正法」という。）の施行の日において次に掲げ
る職員である者にあっては、当該俸給月額にそれぞれ次に定める割合を
乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り
捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（人事院規則で定める職
員を除く。）には、俸給月額のほか、その差額に相当する額（一般職の
職員の給与に関する法律附則第８項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適
用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が同項の
表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者（以下「特定職員」とい
う。）にあっては、５５歳に達した日後における最初の４月１日（特定職
員以外の者が５５歳に達した日後における最初の４月１日後に特定職員と
なった場合にあっては、特定職員となった日）以後、当該額に１００分の
９８．５を乗じて得た額）を俸給として支給すること。
ア 平成２１年改正法附則第３条第１項第１号に規定する減額改定対象職

員（イに掲げる職員を除く。） １００分の９９．１
イ 指定職俸給表の適用を受ける職員 １００分の９８．９４
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員（医療職俸給表（一）の適用を受け
る職員及び第２号任期付研究員を除く。） １００分の９９．３４

� 附則第１１条の規定による俸給の廃止等

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成１７年
法律第１１３号。以下「平成１７年改正法」という。）附則第１１条第１項の規
定による俸給の額については、平成２４年４月１日以後、�による額から
その半額（その額が１０，０００円を超える場合にあっては、１０，０００円）を減
じた額とすることとし、平成２５年４月１日以後、同条の規定による俸給
は支給しないこととすること。

５ 改定の実施時期等

� 改定の実施時期

この改定は、この勧告を実施するための法律の公布の日の属する月の
翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）から実施する
こと。ただし、４の�及び５の�については、平成２４年４月１日から実
施すること。
� 平成２３年１２月に支給する期末手当に関する特例措置

ア 平成２３年１２月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の給与に関
する法律第１９条の４の規定その他の期末手当に係る規定により算定さ
れる期末手当の額（以下「基準額」という。）から、�ア及び�イに掲げ
る額の合計額（以下「調整額」という。）に相当する額を減じた額と
すること。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期
末手当は、支給しないこととすること。
�ア 平成２３年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員以
外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び
号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる
ものであるもの（平成１７年改正法附則第１１条の規定の適用を受けな
い職員に限る。）、医療職俸給表（一）の適用を受ける職員、第２号任
期付研究員若しくは第１号任期付研究員若しくは特定任期付職員で
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その号俸が１号俸から３号俸までであるものからこれらの職員以外
の職員（以下「減額改定対象職員」という。）となった者（同年４
月１日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事
院規則で定めるものを除く。）にあっては、その減額改定対象職員
となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち人事院規則
で定める日））において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給
の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッ
フ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手
当、住居手当、単身赴任手当の基礎額及び特地勤務手当（これに準
ずる手当を含む。）の月額の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額に、
同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数（同年４
月１日から当該実施の日の前日までの期間において、在職しなかっ
た期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職
員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっ
ては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を
減じた月数）を乗じて得た額

俸 給 表 職務の級 号 俸

行政職俸給表（一）

１ 級 １号俸から９３号俸まで
２ 級 １号俸から７６号俸まで
３ 級 １号俸から６０号俸まで
４ 級 １号俸から４４号俸まで
５ 級 １号俸から３６号俸まで
６ 級 １号俸から２８号俸まで
７ 級 １号俸から１６号俸まで
８ 級 １号俸から４号俸まで
１ 級 １号俸から１２１号俸まで
２ 級 １号俸から８４号俸まで

行政職俸給表（二） ３ 級 １号俸から７６号俸まで
４ 級 １号俸から４８号俸まで
５ 級 １号俸から３２号俸まで
１ 級 １号俸から９３号俸まで

２ 級 １号俸から６０号俸まで

専門行政職俸給表
３ 級 １号俸から４４号俸まで
４ 級 １号俸から３２号俸まで
５ 級 １号俸から１６号俸まで
６ 級 １号俸から４号俸まで

税 務 職 俸 給 表

１ 級 １号俸から７３号俸まで
２ 級 １号俸から６５号俸まで
３ 級 １号俸から６０号俸まで
４ 級 １号俸から４４号俸まで
５ 級 １号俸から３６号俸まで
６ 級 １号俸から２８号俸まで
７ 級 １号俸から１６号俸まで
８ 級 １号俸から４号俸まで
１ 級 １号俸から１０４号俸まで
２ 級 １号俸から９６号俸まで
３ 級 １号俸から８４号俸まで
４ 級 １号俸から６８号俸まで

公安職俸給表（一） ５ 級 １号俸から４４号俸まで
６ 級 １号俸から３６号俸まで
７ 級 １号俸から２８号俸まで
８ 級 １号俸から１６号俸まで
９ 級 １号俸から４号俸まで

公安職俸給表（二）

１ 級 １号俸から８９号俸まで
２ 級 １号俸から７６号俸まで
３ 級 １号俸から６０号俸まで
４ 級 １号俸から４４号俸まで
５ 級 １号俸から３６号俸まで
６ 級 １号俸から２８号俸まで
７ 級 １号俸から１６号俸まで
８ 級 １号俸から４号俸まで
１ 級 １号俸から６９号俸まで
２ 級 １号俸から６９号俸まで
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海事職俸給表（一）
３ 級 １号俸から６８号俸まで
４ 級 １号俸から５２号俸まで
５ 級 １号俸から４０号俸まで
６ 級 １号俸から２４号俸まで
１ 級 １号俸から８５号俸まで
２ 級 １号俸から９７号俸まで

海事職俸給表（二）
３ 級 １号俸から８４号俸まで
４ 級 １号俸から７２号俸まで
５ 級 １号俸から６０号俸まで
６ 級 １号俸から４４号俸まで
１ 級 １号俸から８４号俸まで

教育職俸給表（一）
２ 級 １号俸から６４号俸まで
３ 級 １号俸から５２号俸まで
４ 級 １号俸から２４号俸まで
１ 級 １号俸から９６号俸まで

教育職俸給表（二） ２ 級 １号俸から８４号俸まで
３ 級 １号俸から６４号俸まで
１ 級 １号俸から１０８号俸まで
２ 級 １号俸から８４号俸まで

研 究 職 俸 給 表 ３ 級 １号俸から５２号俸まで
４ 級 １号俸から３６号俸まで
５ 級 １号俸から１６号俸まで
１ 級 １号俸から８５号俸まで
２ 級 １号俸から８４号俸まで
３ 級 １号俸から６８号俸まで

医療職俸給表（二） ４ 級 １号俸から５６号俸まで
５ 級 １号俸から４０号俸まで
６ 級 １号俸から２４号俸まで
７ 級 １号俸から８号俸まで
１ 級 １号俸から１０８号俸まで
２ 級 １号俸から９２号俸まで
３ 級 １号俸から６８号俸まで

医療職俸給表（三） ４ 級 １号俸から５６号俸まで
５ 級 １号俸から４０号俸まで
６ 級 １号俸から２０号俸まで
７ 級 １号俸から４号俸まで
１ 級 １号俸から１０４号俸まで
２ 級 １号俸から８０号俸まで

福 祉 職 俸 給 表
３ 級 １号俸から５６号俸まで
４ 級 １号俸から４８号俸まで
５ 級 １号俸から２８号俸まで
６ 級 １号俸から１６号俸まで

専門スタッフ職俸給表
１ 級 １号俸から２８号俸まで
２ 級 １号俸及び２号俸

�イ 平成２３年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の
事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。）に同月に支給され
た期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額

イ 平成２３年４月１日から同年１２月１日までの間において特別職に属す
る国家公務員等であった者から引き続き新たに職員となった者で任用
の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、アの額の算定
に関し所要の措置を講ずること。

� 平成２４年４月１日及び平成２５年４月１日における号俸の調整

ア 平成２４年４月１日における号俸の調整

平成２４年４月１日において４２歳に満たない職員（同日において、専
門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が２級又は３
級であるもの（以下「専門スタッフ職２級以上職員」という。）、専門
スタッフ職２級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号
俸を受けるもの、指定職俸給表の適用を受ける職員、第１号任期付研
究員、第２号任期付研究員及び特定任期付職員（以下「除外職員」と
いう。）である者を除く。）のうち、当該職員の平成１９年１月１日、平
成２０年１月１日及び平成２１年１月１日の昇給その他の号俸の決定の状
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況（以下「調整考慮事項」という。）を考慮して調整の必要があるも
のとして人事院規則で定める職員の平成２４年４月１日における号俸は、
アによる調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の
１号俸（同日において３６歳に満たない職員（同日において、除外職員
である者を除く。）であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特
に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、
２号俸）上位の号俸とすること。
イ 平成２５年４月１日における号俸の調整

平成２５年４月１日において平成１７年改正法附則第１１条の規定による
俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員
（同日において、除外職員である者を除く。）のうち、当該職員の調
整考慮事項及び平成２４年４月１日における号俸の調整の状況を考慮し
て調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成２５年４
月１日における号俸は、イによる調整がないものとした場合に同日に
受けることとなる号俸の１号俸上位の号俸とすること。

� その他所要の措置

�及び�に掲げるもののほか、この改定に伴い、所要の措置を講ずる
こと。

別紙第３ 国家公務員制度改革に関する報告〔略〕
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